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中
旬
東
京
に
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催
さ
れ
た
第
十
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四
国
際
統
計
協
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ハ
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8
を
私
に
得
せ
ら
れ
た
。
予
は
此
の
好
著
の

主
要
な
る
一
部
を
此
出
品
に
紹
介
し
て
岡
敬
投
と
の
か
ね
て
の
約
束
を
履
む
事
に
し
度
い
。

右
の
箸
「
ハ
ン
ガ
リ
イ
鴎
民
財
産
」
の
内
容
は
左
の
如
き
組
成
念
持
っ
て
ゐ
る
。
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川
間
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の
概
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第
一
一
一
山
討
中

建

物

交
、
通
機
関

動

産

川
汁
凶
に
到
す
る
債
様
債
務

財
産
の
分
配

附
民
対
旋
の
一
両
債
に
闘
す
る
批
判
刈
的
注
意

右
の
内
容
白
衣
に
依
っ
て
知
ら
る
L
如
く
、
本
著
に
於
て
は
現
有
の
ハ
ン
グ
リ
イ
園
園
民
財
産
の
評
慣
が
中
心
問
題
で
あ
り
、
そ

の
宜
際
的
問
題
の
解
答
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
猶
ほ
外
に
一
つ
の
重
要
な
理
論
上
の
問
題
が
合
ま
れ
て
ゐ

る
。
そ
れ
は
本
箸
の
副
題
に
依
っ
て
も
既
に
推
察
さ
れ
る
如
く
、

一
般
に
閣
民
財
産
評
債
の
方
法
じ
関
す
る
課
題
で
あ
る
。

}L 

六
年
九
月
二
十
二
日
グ
4

|

ン
に
於
て
開
か
れ
た
牡
曾
政
策
撃
舎
に

τは
闘
民
財
産
評
債
を
不
可
解
決
の
問
題
と
し
、
此
問
題
を
論

議
す
る
研
究
の
謬
問
的
償
値
に
疑
を
挟
み
、
そ
れ
は
主
に
只
攻
治
的
目
的
に
役
立
つ
の
み
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
穴
ハ
註
一
〉
O

フ
エ
ル

ナ

1
敬
授
は
間
間
半
曾
に
於
て
布
の
見
解
に
反
針
の
所
信
必
述
べ
て
ゐ
た
が
、
更
に
本
著
に
よ
っ
て
岡
民
財
産
評
債
の
可
能
と
難
問
題

に
劃
す
る
建
設
的
な
る
島
一
向
上
の
努
力
の
意
義
ぞ
一
ぷ
さ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
先
づ
註
目
さ
る
べ
き
は
採
用
さ
れ
た
方

法
と
そ
の
理
論
で
あ
り
、
次
で
は
宮
際
的
評
債
の
取
扱
ひ
方
が
方
法
並
に
理
論
そ
有
効
に
説
明
し
得
る
か
否
か
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
方
法
の
不
備
と
材
料
の
不
足
と
か
ら
し
て
充
分
に
巌
寝
な
る
結
果
は
直
ち
に
得
ら
れ
な
い
と
す
る
も
、
同
民
財
産
に
闘
す

る
同
際
的
統
計
の
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
今
日
に
於
て
、
同
敬
授
の
明
究
は
充
分
に
好
ま
し
き
唆
一
不
在
興
へ
る
も
の
で
あ
る
。
同
教
授

は
プ
グ
ペ
ス
ト
大
串
統
計
畢
教
授
と
し
て
久
し
く
国
民
財
産
の
統
計
的
研
究
に
従
事
し
.
此
問
題
に
闘
し

τは
左
の
如
き
研
究
を
護

去
し
て
ゐ
る
。
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問
題
の
性
質
上
先
づ
園
民
財
産
の
概
念
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

然
か
も
日
疋
れ
は
前
誠
一
の
批
A
W

日
政
策
墜
舎
に
於
け
る
報
告
並

に
討
論
に
見
ら
れ
る
如
く
難
施
な
問
題
で
あ
る
。
フ
エ
ル
ナ
!
敬
授
に
依
れ
ば
、
「
国
民
財
産
と
は
或
る
一
定
の
時
に
於
て
、
岡
家
的

に
組
織
さ
れ
た
一
つ
の
園
民
に
自
由
に
島
理
さ
れ
る
一
切
の
経
情
的
財
の
締
体
に
外
国
に
封
す
る
資
本
の
債
権
を
加
へ
、
債
務
ぞ
控

除
し
た
も
の
で
あ
る
。
園
民
財
産
に
属
す
る
も
の
は
責
買
の
封
象
物
径
四
附
す
も
の
(
例
へ
ば
土
地
.
鏡
山
、
建
物
、
動
産
、
外
国
に

封
す
る
位
権
)
或
は
費
買
の
針
象
物
で
は
な
い
が
生
産
的
活
動
及
び
資
本
投
下
の
結
果
た
る
も
の
(
例
へ
ば
鋪
道
、
治
水
河
川
‘
繭

運
河
川
)
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
無
制
限
に
自
由
に
慮
分
さ
れ
る
故
に
常
に
幾
程
に
で
も
反
針
給
付
な
し
に
獲
得
さ
れ
る
自
由
財

は
岡
民
的
生
産
の
見
地
か
ら
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
園
民
財
産
に
は
属
し
な
い
。
更
に
国
民
の
持
働
力
は
生
産
的
活
動
の
所
産
で
は

な
い
故
に
円
近
れ
に
属
し
な
い
。
」

「
園
民
財
産
は
国
家
に
属
す
る
個
々
の
自
然
人
の
財
産
の
鳩
体
よ
り
も
大
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
闘
民
財
産
は
個
々
の
自
然
人

の
財
産
の
影
作
る
財
よ
り
成
る
の
み
な
ら
す
各
種
の
法
人
の
財
産
よ
り
も
成
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
園
民
財
産
は
園
民
経
梼
皐

的
に
考
へ
ら
れ
た
公
共
財
産
並
に
私
有
財
産
の
線
体
で
あ
る
o

新
る
国
民
財
産
は
園
民
棉
体
に
属
す
る
各
個
人
相
互
聞
の
貸
借
請
求

(
有
償
設
券
、
貯
金
等
)
を
含
ま
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
一
私
経
踏
の
貨
常
請
求
は
他
の
私
経
演
の
債
務
を
意
味
し
互
に
相
殺
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
有
償
鐙
券
、
貯
金
は
信
用
ぞ
輿
ふ
る
所
有
者
の
手
に
在
り
で
は
請
求
で
あ
り
、
従
っ
て
私
経
漕
的
見
地
か
ら
は
財

産
の
要
素
で
あ
る
が
、
有
償
詮
券
。
守
護
行
せ
る
員
位
者
に
於
て
は
依
務
で
あ
る
。
そ
れ
故
い
二
関
岡
民
経
漕
の
範
園
内
に
夜
り
て
は

.5'3 
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相
互
間
の
諸
求
も
負
債
も
国
民
財
産
の
額
放
に
形
成
に
影
響
ぞ
奥
へ
な
い
。
反
之
、
外
闘
に
針
す
る
貸
併
請
求
は
閤
民
財
産
の
精
加

在
来
し
、
従
っ
て
そ
れ
は
、
内
閣
人
の
外
聞
に
到
す
る
員
債
が
園
民
財
産
を
減
少
せ
し
め
る
に
針
し
、
闘
民
財
産
の
要
素
を
形
成
す
る
り

「
国
民
財
産
は
不
動
庭
的
財
‘
動
産
的
財
及
び
外
園
に
連
関
す
る
非
有
形
的
財
よ
り
成
る
。
園
民
財
産
の
要
素
は
不
動
産
(
土
地
.

錨
山
、
建
築
物
三
交
通
機
関
(
道
路
、
橋
梁
、
水
路
、
船
舶
、
錨
道
、
郵
便
、
電
信
、
一
電
話
、
自
動
車
可
動
産
的
財
、
及
ひ
外
岡

に
劃
す
る
資
本
請
求
等
で
あ
る
。
此
の
綿
園
民
財
産
か
ら
外
聞
に
劃
す
る
資
本
員
債
を
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
成
る
論
者
、
例

へ
ば
巧
ミ
2
5
P
ロ
ロ
は
、
企
業
に
於
け
る
経
憤
力
守
園
民
財
産
の
要
素
と
考
へ
て
ゐ
る
が
、
企
業
は
園
民
財
産
の
濁
立
的
要
素
で
は

な
く
、
百
の
促
準
の
た
め
の
組
織
に
外
な
ら
な
い
。
企
業
の
有
機
体
に
於
て
は
、
土
地
、
建
物
、
動
産
が
濁
立
的
の
法
的
形
成
物
と

し
て
棉
括
し
て
現
は
れ
る
。
企
業
は
そ
れ
ら
の
要
素
じ
分
解
さ
れ
園
民
財
産
の
個
々
の
要
素
に
就
て
勘
定
さ
れ
る
c

妹
じ
株
式
命
日
枇

の
形
態
に
て
現
は
れ
て
ゐ
る
企
業
の
数
り
貯
加
或
は
減
少
も
、
そ
れ
ら
の
資
本
力
も
園
民
財
産
の
績
に
は
影
響
を
及
伝
さ
ぬ
。
企
業

は
輩
に
国
民
財
産
の
分
配
の
悶
子
と
し
て
現
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
園
民
財
産
の
要
素
と
し
て
現
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
o」

.、，l
 
'-
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コH
H

円

η
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-山川
H

方

h
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川
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d
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如
上
の
概
念
を
闘
民
財
産
に
輿
へ
た
ブ
エ
ル
ナ

l
敬
授
は
是
れ
を
如
何
な
る
方
法
に
協
っ
て
評
償
し
よ
う
と
す
る
か
。
此
慮
に
先

づ
小
刀
法
の
吟
味
が
来
る
。
岡
敬
投
に
依
れ
ば
困
民
財
産
の
評
償
に
は
三
つ
の
呉
っ
た
方
法
か
考
へ
ら
れ
得
る
。

い
、
例
人
的
或
は
主
観
的
方
法
は
各
個
人
の
財
産
よ
り
出
護
し
、
個
々
の
財
産
の
締
和
に
よ
っ
て
縮
財
産
ぞ
見
出
す
。
此
方
法
は

一
般
的
財
産
税
の
行
は
れ
て
ゐ
る
掲
に
於
て
彪
旧
さ
れ
得
る
。
然
る
に
現
代
の
一
般
的
財
産
税
は
第
一
に
日
以
小
生
活
費
の
枇
合
政
策

的
要
請
を
容
れ
る
錦
め
に
で
は
な
く
最
小
財
産
の
評
償
並
に
そ
れ
に
針
臨
服
す
る
印
刷
税
徴
牧
に
要
す
る
費
用
が
牧
入
を
超
過
す
る
が

故
に
む
し
ろ
財
政
上
の
利
盆
か
ら
最
小
財
産
を
発
視
し
て
ゐ
る
。
叉
多
く
の
財
産
税
体
系
は
二
重
課
税
を
避
け
る
日
的
に
て
法
人
や

も
免
税
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
放
に
祖
積
統
計
的
材
料
は
完
全
で
は
な
く
.
そ
の
結
果
、
主
観
的
方
法
の
臨
服
用
に
よ
る
側
々
の
財
産
の
棉



和
は
課
積
さ
れ
た
る
綿
財
産
額
ぞ
輿
へ
る
が
園
民
財
産
を
輿
へ
は
し
な
い
。
課
税
さ
れ
た
財
産
の
総
和
に
依
り
で
は
発
積
さ
れ
た
甚

だ
多
数
の
小
財
産
が
顧
み
ら
れ
令
、
叉
同
じ
く
法
人
の
所
有
に
麗
し
多
額
の
償
値
を
表
は
す
不
動
産
並
に
動
産
が
看
過
さ
れ
る
。
然

る
に
他
方
に
は
課
税
さ
れ
た
財
産
の
綿
加
に
依
っ
て
私
経
情
的
意
味
に
於
け
る
財
産
の
綿
額
を
得
る
と
云
ふ
事
ぞ
考
慮
す
れ
ば
‘
質

向

m
券
貯
金
等
の
如
く
そ
れ
は
同
時
に
霊
行
せ
る
員
債
者
の
債
務
沿
表
は
す
も
の
で
あ
る
故
に
何
等
岡
民
財
産
の
要
素
そ
成
す
も
の
で

は
な
い
か
L
る
外
観
的
償
値
も
亦
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
若
し
負
債
者
が
自
然
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
ー
員
債
は
財
産
税
基
戸

本
額
か
ら
の
控
除
額
を
成
す
事
を
酪
酌
す
れ
ば
|
外
観
的
の
償
値
は
財
産
要
素
巾
に
現
は
れ
な
い
。
然
し
負
債
者
が
法
人
で
あ
る
な

ら
ば
公
流
通
の
封
象
物
ぞ
嬬
し
て
ゐ
る
有
償
殻
券
、
貯
金
に
於
け
る
が
如
く
、
自
然
人
の
岡
民
財
産
の
中
に
於
て
考
慮
さ
れ
た
る
外

観
的
の
償
値
は
負
債
の
控
除
に
よ
っ
て
差
引
さ
れ
な
い
。
査
し
、
法
人
は
財
産
税
そ
宛
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
動
に
つ

い
て

J
4
3
2
2
5ロ
の
見
解
は
根
本
か
ら
誤
っ
て
ゐ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
氏
は
、
債
権
は
個
人
財
産
の
綿
和
に
依
っ
て
員
債
と
相
殺

さ
れ
る
と
俄
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
此
主
観
的
方
法
の
不
利
と
す
る
晶
は
、
こ
の
方
法
に
依
つ
て
は
消
費
財
産
の
大
部
分
を
知
る
ギ

が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
主
観
的
方
法
の
廃
問
は
財
産
分
配
に
針
し
て
興
味
あ
る
吟
味
を
奥
へ
る
が
‘
財
産
税
統
計
の

間
有
の
性
質
上
何
等
認
め
ら
る
べ
き
結
果
を
奥
へ
な
い
。

二
、
そ
れ
故
に
園
民
財
産
の
評
償
に
は
個
々
の
経
諮
財
(
土
地
、
錨
山
、
建
物
、
動
産
等
)
の
債
値
の
数
値
的
決
定
ぞ
興
へ
る
客

観
的
方
法
が
遁
常
す
る
。
前
述
の
主
観
的
方
法
が
縮
財
産
の
個
人
的
分
配
そ
説
明
す
る
に
劃
し
て
客
観
的
方
法
は
園
民
財
産
の
客
観

的
組
成
を
分
解
し
、
個
々
の
財
産
要
素
の
相
針
的
意
誌
を
明
ら
か
に
す
る
o

客
観
的
方
法
の
有
利
な
る
貼
は
そ
の
方
法
に
依
っ
て
棉

固
民
財
産
の
数
値
的
表
現
及
び
大
部
分
ま
で
信
碩
す
る
じ
足
る
結
果
そ
得
る
事
が
出
来
る
に
有
る
。

、hノ三
‘
第
三
の
方
法
は
‘

k
F
}
P
E
宏
司
君
己
目
白
に
因
む
方
法
で
あ
る
。
】
4
0
4

ご
一
∞
の
方
法
(
計
一
一
)
の
木
質
は
弐
の
勤
に
十
代
る
0

・
国
民

財
産
の
或
る
一
定
の
部
分
は
毎
年
死
亡
の
た
め
相
麓
に
よ
っ
て
新
し
き
所
有
に
移
る
。
そ
れ
故
に
或
る
一
定
の
年
数
、
即
ち
私
有
財

:jd 

産
の
棉
体
在
所
・
訂
し
て
ゐ
た
綿
て
の
者
が
死
亡
す
る
年
数
の
経
過
の
後
に
は
、
私
有
財
産
の
綿
体
は
遺
産
相
績
に
よ
っ
て
他
人
の
所

フ
エ
ル
ナ

1
教
授
の
凶
民
財
産
一
万
償
論

五
五



7
z
b
F
ナ

1
教
授
の
川
氏
財
産
一
計
的
論

一'
L
d

、

可
J

」
ノ

/j{j 

-4
に
有
る
。
換
言
す
れ
ば
‘
綿
一
的
合
的
財
滞
は
平
均
じ
、
成
る
者
が
自
己
の
財
産
を
相
鏑
し
大
時
か
ら
、
什
己

ω相
続
者
に
泣
す
時

ま
で
の
年
数
の
経
過
後
遺
産
相
続
の
蜘
象
物
と
な
る
。
而
し
て
此
年
数
は
遺
産
相
舗
の
「
蓋
然
的
卒
均
存
命
」
に
て
表
は
さ
れ
る
。

そ
れ
故
に
も
し
旬
年
遺
産
相
続
に
依
っ
て
そ
の
所
有
者
を
特
怖
脱
し
て
ゐ
る
財
産
の
償
値
が
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
荘
然
的
不
均

六
時
命
の
去
は
す
年
教
を
采
守
れ
ば
、
死
亡
に
基
く
一
世
代
の
死
越
と
共
じ
新
な
る
所
右
に
移
る
全
私
布
財
産
の
償
値
が
興
へ
ら
れ
る
t

，

例
へ
ば
卒
均
二
十
九
才
な
る
人
口
&
有
す
る
閣
に
於
て
は
人
口
は
猫
ほ
卒
均
三
十
五
年
の
生
命
が
期
待
さ
れ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
二

十
九
才
の
人
の
荒
然
的
平
均
一
J

川
命
は
三
十
五
年
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
例
へ
ば
悲
然
的
卒
均
一
一
時
命
が
三
十
五
年
な
る
山
地
、

即
ち
財
産
が
平
均
三
十
五
年
間
或
る
一
人
の
所
右
に
留
ま
っ
て
ゐ
る
盛
に
於

τは
相
績
財
産
年
制
額
は
1
一
切
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

移
轄
し
叫
べ
・
き
私
有
財
産
の
棉
体
の
平
均
1
一
括
部
分
が
年
々
遺
産
に
盤
轄
す
る
。
是
れ
と
連
関
し
て
死
亡
に
よ
る
贈
奥
も
亦
遺
産
と

共
に
同
様
に
取
扱
は
れ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
死
閃
贈
奥

2
0ロ阻ま
B
o
z
-田
口

2
z
p
)

は
事
貰
に
於
て
先
取
遺
産
、
死
前
相
続
ぞ
表
は
す

か
ら
で
あ
る
。

若
し
遺
産
及
び
死
凶
贈
奥
の
年
額
に
蓋
然
的
卒
均
十
奇
命
を
乗
歩
れ
ば
‘
そ
の
結
果
と
し
て
は
只
、
私
布
財
産
の
綿
額
、

枇
合
的
財

産
ハ
刊
一
ニ
)
の
み
が
得
ら
れ
る
。
然
し
叶
え
れ
は
未
花
園
民
財
産
で
は
な
い
。
遺
産
相
績
の
容
体
と
な
ら
な
い
財
産
即
ち
相
続
税
品
川
に
相

捕
手
数
料
に
崩
し
な
い
も
の
は
法
人
容
H

祉
.
公
共
国
関
、

市
町
村
、
寺
院
、
岡
家
)
等
の
財
産
即
ち
所
謂
制
限
さ
れ
た
る
流
通
ぞ

'
訂
す
る
財
産
の
如
く
、
相
続
財
産
年
制
額
中
に
含
ま
れ
な
い
。
此
理
由
か
ら
前
者
に
法
人
の
制
限
さ
れ
た
る
財
産
が
加
算
ぎ
れ
る

l
J

此
の
制
限
さ
れ
た
る
財
産
が
相
続
手
数
料
の
代
り
に
土
地
利
得
税
(
不
動
産
流
通
積
の
補
完
積
)
そ
支
排
ふ
岡
(
ハ
ン
ガ
リ
イ
聞
も

舎
の
一
例
で
あ
る
)
に
於
て
は
此
の
事
は
何
等
特
殊
な
る
困
難
を
な
味
し
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
法
人
の
財
産
の
債
値
は
官
服
の
法

人
財
産
税
決
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
相
瀧
手
数
料
に
色
叉
土
地
利
得
税
に
も
従
は
な
い
岡
家
財
産
'
h
亦、

祉
合
的
財
産
に
加
算
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

剛，

Gi--o
の
方
法
は
死
亡
に
よ
る
相
続
放
に
贈
輿
が
例
外
な
し
に
子
数
料
徴
牧
或
は
課
税
に
従
ふ
臓
に
於
て
燃
附
さ
れ
得
る
。
何
ん



と
な
れ
ば
斯
る
躍
に
於
て
の
み
年
々
の
相
績
額
、

年
々
の
相
寵
財
産
の
腕
属

2
Z
E
H
Z
Z
Z吉
三
日
常
)
の
償
値
に
関
す
る
統
計
的
材

料
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

抹
て
以
上

ω
方
法
上
の
吟
味
沿
根
協
と
し
て
、
同
教
授
は
.
第
二
の
客
観
的
方
法
の
助
け
を
惜
の
て
現
作
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
同
閤
民

財
産
の
評
価
阪
を
試
み
た
の
で
あ
る
o

即
ち
重
要
な
る
項
目
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
た
経
碕
財
の
綿
慣
値
ぞ
見
出
し
、
次
い
で
そ
の
結
果

の
信
湿
度
を
吟
味
す
る
た
め
に
、
相
縞
統
計
の
材
料
を
も
利
用
し
、
吋
ミ
ニ
一
刊
の
方
法
を
併
川
し
て
財
産
要
素
の
償
値
の
評
.
償
を
行
ふ

た
。
ハ
ン
ガ
リ
イ
闘
に
於
て
は
相
績
手
数
料
並
に
贈
奥
手
数
料
基
礎
額
に
閲
す
る
組
織
的
に
集
め
ら
れ
た
材
料
が
自
由
に
得
ら
れ
な

は
一
九

O
六
年
よ
り
一
九

O
八
年
ま
で
の
相
親
手
数
料
品
川
に
贈
奥
手
数
料
な
支
排
ひ

叉
、
現
夜
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
閥
に
閲
し
て
は
大
競
大
臣

ぃ
。
前
大
蔵
太
田

旬
。

r
pロ
ロ

4
0ロ
斗
包
巾
ω
N
rイ

た
る
動
産
放
に
不
動
産
の
億
値
に
閲
す
る
調
査
報
告
の
作
成
ぞ
完
了
し
た
。

k
p
z
g
E
2
J〈
存
主
∞
が
相
語
手
数
料
並
に
輸
相
奥
手
数
料
の
基
本
額
の
作
成
を
議
行
せ
し
め
た
。
而
し
て
、
円
近
等
の
材
料
が
フ
エ
ル

ナ
ア
教
授
の
木
著
に
於
て
初
め
て
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

四

ハ
ン
ガ
リ
イ
農
業
土
地
財
産
へ
の
庭
用

ー
ノ

1
ノ

¥

}

〆

、

1
ノ

フ
エ
ル
ナ

1
敬
授
は
現
有
ハ
ン
ガ
リ
イ
園
園
昆
財
産
を
突
の
知
合
項
目
、
即
ち
、
一
土
地
財
産
、
二
鑑
山
、
三
交
通
機
関
、
問
動

rr
、、

/
l

、

〆

4
1

、
e

r

s

、、

、-3ノ

産
、
五
外
国
に
劃
す
る
債
権
債
務
に
分
ち
て
夫
々
如
上
の
方
法
を
膳
用
し
て
ゐ
る
が
此
慮
で
は
そ
の
最
も
重
要
な
る
一
例
と
し
て
農

/
E

、、

業
土
地
財
産
評
償
に
就
て
見
ょ
、
フ
。

ハ
ン
ガ
リ
イ
園
の
如
き
農
業
固
に
於
て
は
土
地
財
産
が
岡
民
財
産
中
最
も
重
要
な
る
部
分
を
成
す
事
は
常
然
で
あ
る
。
先
つ
第
一

の
評
.
償
小
刀
法
は
土
地
牧
盆
の
償
値
を
そ
れ
に
封
躍
す
る
利
子
卒
に
て
茸
本
に
還
元
す
る
事
で
あ
る
。
同
教
授
が
特
に
同
園
大
藤
省
参

事
官

P-
史
5
4
2
ぐ

g
g巾
]
}
可
に
員
ふ
数
字
に
依
れ
ば
、
現
心
仕
組
農
耕
地
は
土
地
歪
帳
而
積
二
ハ
、
二
一
五
、
一

O
問
ヨ
ツ
ホ
(
一

筆
帳
ヨ
ツ
ホ
は

0
・
五
七
五
へ
ク
タ
!
に
常
る
)
に
し

τ、
そ
の
内
九
九
二
、
六
五
三
ヨ
ツ
ホ
が
荒
蕪
地
で
あ
る
。
故
心
生
産
的
地
積

57 

7
エ
断
ナ

1
教
授
の
附
民
財
産
評
債
論

五
七



7
エ
断
ナ

l
教
授
の
凶
日
比
財
産
詐
似
論

五.
i¥. 

.'58 

は
一
五
、
二
二
二
、
四
五
一
ヨ
ツ
ホ
に
し
て
そ
の
窒
帳
純
牧
盆
は
一
四
二
、
七

0
0
、
八
七
八
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
。
地
租
事
帳
の
正
確
な

制
結
に
わ
た
れ
る
調
査
並
仁
所
々
の
修
正
が
行
は
れ
た
結
果
、
地
相
基
本
額
即
ち
生
産
的
地
域

ω翠
帳
純
牧
盆
は
一
四
一
二
、
六
一
一
二
、

八
四

O
ク
ロ
ー
ネ
に

-m加
し
た
。
是
れ
は
一
ク
ロ
ー
ネ
径
一
・
一
五
八
五
ベ
ン
ゴ
に
換
算
す
れ
ば
二
ハ
六
、
三
七
六
、
六
三
一
千
六
四
ペ

ン
ゴ
と
な
る
。
川
辺
れ
が
現
化
ハ
ン
ガ
リ
イ
閣
に
於
け
る
締
農
耕
地
積
の
歪
帳
純
牧
盆
額
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
農
耕
地
の
土
地
主
帳

ヨ
ツ
ホ
蛍
り
の
平
均
蛮
帳
純
牧
盆
は
一

0
・
九
一
一
一
ぺ
子
コ
に
常
る
。

衆
知
の
如
く
、
宝
帳
純
牧
盆
は
長
き
年
数
に
わ
た
っ
て
趨
勢
値
と
し
て
定
め
ら
れ
叉
牧
盆
能
力
の
み
を
表
は
す
も
の
で
、
個
々
の

地
積
の
貰
際
上
の
純
牧
盆
そ
表
は
す
も
の
で
は
な
く
、
賓
際
の
純
牧
盆
よ
り
も
造
か
に
少
な
い
。
此
の
事
は
既
に
一
八
六
九
年
四
月

十
五
日
に
招
集
さ
れ
た
租
税
改
正
委
員
舎
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
即
ち
委
員
舎
は
葺
帳
純
牧
盆
は
小
作
料
よ
り
も
約
七
五
・
七
七

ガ
小
で
あ
る
と
論
定
し
た
。
地
租
去
帳
の
完
成
以
来
、
交
通
機
関
の
護
建
と
、
高
債
な
る
人
間
持
働
力
の
代
り
に
盆
々
多
く
代
用
さ

れ
て
・
米
た
機
械
使
用
の
耕
作
と
の
結
果
、
生
産
費
は
農
業
粗
牧
入
と
生
産
物
償
格
の
割
合
に
は
高
騰
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
奈

帳
純
牧
盆
の
J

質
際
の
純
牧
盆
は
絶
え
す
増
加
し
た
。
我
々
の
問
題
の
解
決
と
云
ふ
見
地
か
ら
興
味
の
あ
る
の
は
質
際
の
純
牧
昼
の
日

さ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
宜
際
の
純
牧
盆
と
登
帳
純
牧
盆
と
の
聞
の
割
合
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
富
際
の
純
牧
盆
の
最
も
意
味
深

長
な
る
現
象
形
態
は
小
作
料
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
若
し
小
作
賃
貸
さ
れ
て
ゐ
る
棉
土
地
財
産
の
小
作
料
棉
額
と
そ
の
土
地
財
産
の
来

帳
純
牧
盆
と
の
聞
の
比
例
が
知
ら
れ
る
な
ら
ば
宜
際
の
純
牧
盆
と
宰
帳
純
牧
盆
と
の
比
例
を
見
出
す
事
が
出
来
る
で
あ
ら
・
ヲ
。

大
蔵
省
の
材
料
に
依
れ
ば
一
八
九
九
年
に
於
て
小
作
賃
貸
さ
れ
た
土
地
財
産
の
小
作
料
は
四
三
、
二
七
九
、
一
一
八
・
四
六
フ
ロ
リ

ア
ン
で
あ
り
、
此
の
土
地
財
産

ω査
帳
純
牧
盆
は
一
七
、
九
二
二
、
一

O
九
・
五
八
フ
ロ
リ
ア
ン
で
あ
る
。
此
比
率
を
貴
際
の
純
牧
盆

と
空
帳
純
牧
盆
と
の
聞
の
比
率
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
二
・
四
一
針
一
で
あ
り
、
即
ち
・
宜
際
の
純
牧
盆
は
肇
帳
純
牧
盆
の
殆
ん

E
二
倍

学
で
あ
る
。
今
日
に
於
て
は
此
の
斧
一
は
一
唐
大
で
あ
ら
う
。
此
慮
に
特
に
出
立
す
べ
き
事
は
、
宜
際
の
純
牧
盆
が
一
八
九
九
年
以
前

に
既
に
窒
帳
純
牧
盆
よ
り
も
二
俗
学
以
上

4
大
で
あ
っ
た
と
一
五
ふ
事
賞
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
此
の
官
廊
統
計
数
字
は
比
較
的
に



大
な
る
小
作
料
を
表
は
す
小
小
作
で
は
な
く
、
中
並
に
大
土
地
小
作
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
o

農
務
省
参
事
宵
』
)
こ

2
=

何
牛
肉

2
z
p
q
に
長
ふ
官
'
賠
数
字
に
依
れ
ば
一
九
二
七
年
に
於
け
る
小
作
料
は
、
・
左
の
如
く
で
あ
る
。

一
O
O
主
脈
ヨ
ツ
ホ
以
下
の
土
地
に
て
は
会
附
平
均
夜
帳
ヨ
ツ
ホ
品
川

五
六
A

j

ゴ

一
O
O
l
一
0
0
0
誌
帳
ヨ
ツ
ホ

問。

一
0
0
0
京
阪
ヨ
ツ
ホ
以
上

O 

右
の
如
く
中
並
に
大
所
有
地
の
小
作
料
一
か
去
帳
ヨ
ツ
ホ
常
り
平
均
三
五
ベ
ン
ダ
に
蛍
る
に
拘
ら
・
?
小
中
並
に
大
所
有
地
の
小
作
料

は
平
均
四
二
ペ
ン
ゴ
に
常
り
、
後
者
は
前
者
に
艶
し
肇
帳
ヨ
ツ
ホ
世
り
七
ペ
ン
プ
即
ち
二
O
M
N
の
超
過
を
示
し
て
ゐ
る
o

そ
れ
故
に

宜
際
の
結
牧
盆
と
歪
帳
純
故
盆
と
の
聞
の
比
率
は
一
八
九
九
年
に
於
て
既
に
二
・
八
九
掛
一
で
あ
り
、
寅
際
の
純
牧
盆
は
大
戦
中
の

撹
乱
を
看
過
す
れ
ば
、
三
十
年
来
結
え
す
高
騰
の
傾
向
を
示
し
、
そ
れ
が
叉
小
作
料
の
高
騰
に
現
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

地
租
去
帳
の
整
理
が
完
了
し
た
一
九
一
六
年
以
来
土
地
窒
帳
基
本
額
か
ら
の
賞
際
純
牧
盆
の
滑
加
は
貸
常
債
値
に
於
て
三
五
%
に

評
償
さ
れ
得
る
。
そ
れ
故
に
若
し
一
八
九
九
年
じ
封
し
て
定
め
ら
れ
穴
比
率
を
右
の
卒
百
け
高
め
る
な
ら
ば
.
宝
帳
純
牧
盆
と
宮
際

の
純
牧
盆
と
の
聞
の
比
率
は
一
封
三
・
九

O
と
な
る
。

此
俄
定
の
正
設
な
る
市
ず
は
次
の
吟
味
に
よ
っ
て
も
保
読
さ
れ
得
る
。
官
鹿
統
計
に
依
れ
ば
一
九
二
七
年
に
於
て
小
所
有
地
(
一

O

O
肇
帳
ヨ
ツ
ホ
以
下
)
に
於
て
全
国
卒
均
去
帳
ヨ
ツ
ホ
官
り
小
作
料
は
最
低
に
て
小
婆
一
五

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
嘗
り
、
中
所
有
地
(
一

o
o
l一
0
0
0査
帳
ヨ
ツ
ホ
)
に
於
て
は
小
委
一
二

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
大
所
有
地
こ

0
0
0豪
帳
ヨ
ツ
ホ
以
上
)
に
於
て
は
小

多
九
0
キ
ロ
、
ク
ラ
ム
に
蛍
っ
て
ゐ
る
。
然
る
に
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
於
て
一
九
二
五

l
一
九
二
七
年
の
小
委
平
均
償
格
は
百
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
針
し
一
二
三
・
四
二
ベ
ン
ゴ
で
あ
る
。
従
っ
て
小
所
有
地
に
於
け
る
小
作
料
は
査
帳
ヨ
ツ
ホ
常
り
五

0
・
一
三
ペ
ン
ゴ
、
中
所
布
地
に

於
て
は
四

0
・一

O
ベ
ン
ゴ
、
小
入
所
有
地
に
於
て
は
二
九
・

O
八
ペ
ン
プ
で
あ
る
。
若
し
夫
々
の
種
類
の
所
布
地
の
小
作
償
格
の
算
出
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に
常
っ
て
此
の
卒
均
小
作
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を
計
算
に
入
れ
る
な
ら
ば
宍
の
結
果
そ
得
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。
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印
(
)
・
]
戸
山
吋

2】
問

。

×

タ

】

』

c
b
M
U
H
品
{
)
(
f

印
(
ぷ
込
町
「
∞
・
司
{
}
旬
。
コ
ぬ
ん
)

吋

×

日

wU4)∞
u

や
む

H

H

U

F
凶
∞
印
勺
品
中
叶
(
)
]
勺
・

×
A
F岳
山
口
"
串
山
守
防

H

H

U
品
、
同
町
、

G
U
-
-
U
N

六
O

崎一“活が・

s

wum-『か・註

品
C
・H

。

日
申
・

0

∞
'i:l 

可

人口・
3
叶

可

×

]
5
L
A
H∞
u
臼
同
品

H
岳
、
勺
HUJ「
(
〕
争
"
凶
印
山
・

ω

Pてヨ

但
し
小
央
統
計
局
に
依
る
農
耕
地
積
は
右
の
一
六
、
一
四
八
、
三
一
四
室
帳
ヨ
ツ
ホ
で
あ
る
が
、
4

人
藤
省
に
依
れ
ば
一
六
、
二
一
五
、

一
O
四
査
帳
ヨ
ツ
ホ
で
あ
っ
て
そ
の
間
に
相
違
が
あ
る
。
従
っ
て
宜
際
の
純
牧
盆
に
閲
し
て
一
一
暦
正
鵠
を
得
る
に
は
そ
れ
を
窒
帳
ヨ

ツ
ホ
官
り
に
制
h

り
山
首
て
L
詩
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
、
農
耕
地
主
帳
ヨ
ツ
ホ
岱
り
小
作
料
は
全
国
平
均

2
ゴ
E
L
C
H
E
H
E
'
2
H
r
-
-を
と
な
る
。
従
っ
て
前
週
の
査
帳
ヨ
ツ
ホ

哲
り
去
帳
純
牧
盆
一

0
・
九
三
ペ
ン
ゴ
は
小
作
料
四
一
・
九
七
ペ
ン
ゴ
の
一
不
す
肇
帳
ヨ
ツ
ホ
宮
り
宜
際
の
純
牧
盆
に
針
し
て
、
同
日

ω・震

と
な
る
。
此
結
果
は
前
蓮
の
計
算
と
始
ん
ど
一
致
す
る
。
第
一
の
方
法
に
依
れ
ば
去
帳
ヨ
ツ
ホ
品
目
回
り
賓
際
の
純
牧
盆
は
四
ニ
ム
ハ
ニ

ペ
ン
プ
で
あ
り
、
第
二
の
方
法
に
依
れ
ば
四
一
・
九
七
ベ
ン
ゴ
で
あ
る
。
そ
れ
放
に
ハ
ン
ガ
リ
f
閣
農
耕
地
肇
帳
ヨ
ツ
ホ
品
目
回
り
の
賓

際
の
純
牧
盆
は
卒
均
四
二
・
二
九
ベ
ン
プ
と
定
め
る
事
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
宝
帳
ヨ
ツ
ホ
砂
川
h

り
宝
帳
純
牧
盆
(
一

0
・
九
三
ベ
ン
ゴ
)

ω・。。
+ω
・∞酔

が
宜
際
の
純
牧
盆
に
針
す
る
比
率
は
同
一
∞
・

2
に
て
去
は
さ
れ
得
る
。
同
一
の
結
果
は
J
州
連
の
二
つ
の
比
率
の
相
加
平
均
1
1
M
l
|

u
R
ω

・2
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
。

此
数
値
ぞ
基
礎
と
し
て
土
地
財
産
の
牧
盆
償
値
の
決
定
が
行
は
れ
得
る
c

牽
帳
純
牧
盆

の
三
・
八
七
倍
ぞ
と
る
な
ら
ば
置
際
の
純
牧
盆
六
四
三
、
八
七
七
、
五
七
二
・
一
八
ペ
ン
ず
が
得
ら
れ
る
。
此
額
の
二
二
・
五
倍
(
遁
常

の
利
率
四
・
五
%
の
資
本
還
元
)
は
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
耕
地
の
牧
盆
償
格
一
四
、
四
八
七
、
二
四
五
、
三
七
四
ペ
ン
ゴ
を
生
す
る
。
此
牧

盆
償
値
は
農
業
経
営
に
属
し
て
ゐ
る
建
物
、
器
具
、
家
-
去
を
も
含
ん
で
ゐ
る
。
一
九
二
七
年
地
租
に
関
す
る
執
行
規
定
に
依
っ
て
純
枠

の
去
帳
純
牧
盆
の
決
定
が
次
の
如
く
行
は
れ
た
。
即
ち
遁
常
の
経
管
に
於
て
常
に
得
る
事
の
出
来
る
平
均
牧
穫
か
ら
通
常
の
経
管
費

一
六
六
、
三
七
六
」
ハ
一
三
二
・
六
四
ペ
ン
ゴ



そ
控
除
し
た
償
格
在
土
地
の
純
牧
盆
と
し
て
採
っ
た
。
そ
れ
故
に
品
収
穫
物
の
慣
値
の
中
に
は
経
管
の
建
物
の
牧
盆
色
、
農
業
的
財
産

一
0
・
八
八
%
と
考
へ
ら
れ
得
る
。
ハ
ン
ガ
リ
f
土
地
信

の
政
盆
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
建
物
の
償
値
は
土
地
財
産
の
綿
債
値
の
卒
均

用
銀
行
の
報
告
に
依
れ
ば
抵
常
と
し
て
登
記
さ
れ
て
ゐ
る
二
六
八
、
五
六
五
、
一
六
五
ペ
ン
ゴ
の
綿
土
地
財
産
債
値
の
中
.

二
三
、
八
九
五
・
二
九
ペ
ン
ゴ
は
器
保
地
内
に
有
る
建
物
の
償
値
に
属
し
、
二
三
九
、
二
一
四
一
、
二
七

0
・
二
二
ペ
ン
ゴ
は
土
地
償
値
仁

属
す
る
o

そ
れ
故
に
綿
慣
値
の
一

0
・
八
八

M
が
建
物
の
債
値
と
な
る
。
此
比
率
を
全
圏
平
均
と
し
て
探
り
得
る
で
あ
ら
う
。
従
っ

て
純
粋
の
土
地
償
値
ぞ
得
る
た
め
に
は
農
業
用
建
物
に
針
す
る
一
、
五
七
六
、
三
一
二
、
二
九
六
ペ
ン
ゴ
、
家
畜
財
産
に
劃
す
る
一
、
五

三
七
、
三
七
六
、
五
四
四
ペ
ン
プ
.
器
具
に
封
す
る
五
一
二
、
三
二

O
、
O
八
一
ペ
ン
ゴ
を
一
問
、
四
八
七
、
二
四
五
、
三
七
四
ベ
ン
コ
よ

り
控
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
結
果
、
農
業
用
建
物
並
に
器
具
、
貯
蕗
み
そ
除
い
た
土
地
財
産
の
牧
盆
債
位
は
一

0
.
八
五
二
、
二

二
九
、
二

三
六
、
四
五
三
ペ
ン
プ
と
な
る
。
従
っ
て
査
帳
ヨ
ツ
ホ
品
目
回
り
平
均
牧
盆
は
七
二
一
・
九
九
ペ
ン
ゴ
と
な
る
。

弐
に
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
耕
地
の
評
慣
は
他
の
方
法
即
ち
賓
際
の
官
買
債
格
を
基
礎
と
し
て
土
地
財
産
の
流
通
償
値
の
決
定
に
よ
っ
て

も
亦
得
ら
れ
る
。
此
目
的
の
た
め
に
農
務
省
は
夫
々
大
、
中
、
小
の
種
類
の
所
有
地
に
就
て
賢
却
さ
れ
た
土
地
の
買
値
が
種
々
な
る

地
方
に
於
て
如
何
に
現
は
れ
て
ゐ
る
か
を
調
査
し
た
。
小
所
有
地
の
賓
値
が
大
所
有
地
の
費
値
よ
り
も
常
に
比
較
的
に
ふ
人
な
る
事
は

よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
つ

τ小
土
地
所
有
者
に
於
け
る
土
地
財
産
相
績
は
無
報
酬
の
帥
労
働
力
に
て
自
己
の
土
地
ぞ
耕
作
す
る
木
人

と
そ
の
家
族
と
の
努
働
力
を
絶
え
今
且
つ
濁
立
的
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
反
之
、
心
人
土
地
所
布
者
は
契
約
せ
る
持
働
者
を
以

っ
て
、
即
ち
高
会
労
働
賃
銀
を
以
っ
て
生
産
す
る
。
そ
れ
故
に
正
確
な
る
土
地
償
格
統
計
は
地
方
別
に
し
た
大
、
小
、
小
土
地
財
産

の
流
通
債
値
を
輿
へ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
農
務
省
統
計
に
依
れ
ば
、

一
九
二
七
年
に
於
け
る
去
帳
ヨ
ツ
ホ
常
り
土
地
償
椛

は
次
の
如
く
で
あ
る
。
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AUDHν

此
官
臨
統
計
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
れ
ば
一

O
O空
帳
ヨ
ツ
ホ
以
下
の
小
所
有
地
に
於
け
る
蓋
帳
ヨ
ツ
ホ
蛍
り
の
流
通
低
位
は
一
牛

一
O
O
!
一
O
O
O歪
帳
ヨ
ツ
ホ
の
中
所
有
地
に
於
て
は
七
九
五
ベ
ン
‘
コ
、

一
O
O
O萱
帳
ヨ
ツ
ホ
以
上
の
大

均
九
五
五
ペ
ン
ゴ
、

所
有
地
に
於
て
は
六
六
五
ペ
ン
ゴ
と
な
る
。
そ
れ
故
に
流
通
償
値
に
つ
い
て
次
の
表
が
得
ら
れ
る
。
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U
N
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q
b
M
H
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N
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小
由
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也
N
A
W
M
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い
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凶

w
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い
祖
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ω
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∞
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凶
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c
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そ
れ
故
に
我
々
の
信
頼
し
得
る
、
事
帳
ヨ
ツ
ホ
蛍
り
の
卒
均
償
梓
は

E
E
S
Z
L
Z
4
L
4
3口
間
企
で
あ
る
。
此
平
均
償
杭
冶

肢
耕
而
積
一
丘
、
二
二
二
、
四
五
一
蛍
帳
ヨ
ツ
ホ
ド
ド
一
楽
す
れ
ば
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
耕
地
の
流
通
債
値
と
し
て
一
二
、
七
五
二
、
九
一
二
、
七

七
四
ベ
ン
ゴ
が
得
ら
れ
る
。
此
の
結
果
は
前
の
方
法
に
て
得
ら
れ
た
る
牧
盆
償
値
よ
り
も
若
干
増
加
し
て
ゐ
る
。

拙
ほ
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
業
用
地
の
流
通
償
値
の
評
債
に
他
の
方
法
が
鹿
川
さ
れ
得
る
。
流
通
償
値
は
市
揚
に
於
て
即
ち
生
存
者
の
聞

に
於
け
戸
法
律
事
務
の
形
式
に
て
成
立
す
る
。
我
々
は
叉
、
死
亡
に
基
く
法
律
事
務
(
死
亡
に
基
く
相
親
放
に
贈
奥
)
に
際
し
て
土

地
財
産
の
流
通
償
値
に
逢
着
す
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
評
慣
は
そ
う
簡
草
で
は
な
い
。
我
々
は
不
動
産
所
有
者
の
死
亡
に
基
い
て
移
動

す
る
不
動
産
の
年
々
の
慣
値
に
闘
す
る
官
蝉
統
計
な
布
す
る
。
一
時
年
死
亡
に
基
い
て
生
?
る
不
動
産
所
布
者
の
鐙
動
は
全
閣
の
棉
不



動
産
慣
値
の
週
期
的
に
現
は
れ
る
部
分
で
あ
る
。
さ
て
如
何
な
る
遡
期
に
て
綿
不
動
産
が
相
続
に
依
・
っ
て
新
な
る
所
有
者
に
移
り
行

く
で
あ
ら
う
か
o

そ
れ
は
土
地
財
産
を
所
有
す
る
絶
て
の
者
の
死
亡
す
る
迄
の
聞
の
年
教
の
経
過
後
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
因

の
線
不
動
産
は
卒
均
に
、
各
人
が
自
己
の
所
有
と
し
て
遺
産
相
観
念
し
た
瞬
間
か
ら
、
彼
が
そ
の
財
産
を
相
続
者
に
遣
す
瞬
間
迄
の

年
数
ま
で
、
相
績
の
封
象
物
と
し
て
年
教
を
経
過
す
る
で
あ
ら
う
。
此
年
教
が
蓋
然
的
平
均
寄
命
に
よ
っ
て
表
は
さ
れ
る
。
平
均
に

一
世
代
の
死
滅
と
共
に
綿
て
の
不
動
産
の
所
有
者
が
盤
化
す
る
。
そ
れ
故
に
若
し
毎
年
、
相
続
に
よ
っ
て
現
は
れ
る
財
産
の
移
動
の

償
値
.
即
ち
不
動
産
の
相
積
年
制
額
が
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
蓋
然
的
卒
均
毒
命
在
来
じ
て
、
一
位
代
の
死
減
と
共
に
、
死
亡

に
よ
っ
て
所
有
者
の
盛
っ
た
棉
不
動
産
の
償
値
が
得
ら
れ
る
。
猶
ほ
、
不
動
産
遺
産
の
償
値
に
加
ふ
る
に
死
亡
に
基
く
贈
興
に
よ
っ

て
新
な
る
所
有
に
移
っ
た
不
動
産
の
慣
値
を
加
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
新
る
死
因
贈
奥
は
事
宜
に
於
て
先
取
相

績
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
二
七
年
に
於
て
、
死
亡
に
基
い
て
新
な
る
所
有
に
移
つ
大
不
動
産
、
並
に
贈
興
手
数
料
を
徴
牧
さ
れ
た
不
動
産
の
棉

償
値
は
三
一
回
、
四
四
三
ゴ
一
二
三
ペ
ン
プ
で
あ
り
‘
そ
の
内
、
二
三
七
.
四
四

O
、
九
九
四
ペ
ン
.
コ
は
相
続
に
‘
七
七
、

O
O
二
、
三
二

の
計
算
に
依
れ
ば
、
現
布
の
ハ
ン
ガ
リ
f
に
於
け
る
五
然
的
卒
均
一
両
命

さ
て
、

九
ペ
ン
ゴ
は
贈
奥
に
属
す
る
。

ロ
ア
旬
=
一
一
口
国
〉
]
窓
口

σ
z沼市『

は
三
三
・
一
七
二
五
年
で
あ
る
。
此
数
値
ぞ
係
数
と
し
て
、
毎
年
の
相
縞
年
割
額
三
一
四
、
四
四
三
二
二
二
三
ぺ
ン
プ
に
一
楽
す
れ
ば
死

亡
に
凶
る
一
世
代
の
死
誠
と
共
に
他
の
新
な
る
所
有
に
移
る
棉
不
動
産
の
償
値
が
得
ら
れ
る
ο
そ
の
額
は
一

O
、
四
三

O
、
八
六

O
、

凹
一
七
・
五

O
ベ
ン
ゴ
で
あ
る
。
此
結
果
は
、
そ
れ
が
建
物
並
に
私
有
鎮
山
の
償
値
ケ
も
合
ん
で
ゐ
る
事
ふ
管
制
一
酌
す
れ
ば
、
前
に
得

た
値
.
一
二
、
七
五
二
、
九
一
二
、
七
七
四
ペ
ン
ゴ
と
著
し
く
相
違
す
る
。
然
し
乍
ら
二
つ
の
事
情
が
此
の
結
果
を
・
説
明
す
る
o

此
の

一
O
、
四
三

O
、
八
六

O
、
四
一
七
・
五

O
ペ
ン
ゴ
な
る
数
字
は
全
国
の
棉
不
動
産
を
含
ん
で
は
ゐ
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
そ
れ
に
は
相

績
の
封
象
物
と
な
ら
歩
従
っ
て
相
績
積
は
徴
牧
さ
れ
ぬ
が
そ
の
代
り
土
地
利
得
税
そ
支
梯
ひ
、
従
っ
て
此
種
の
不
動
産
は
相
鏑
手
数

料
基
本
額
並
に
贈
奥
手
数
料
基
本
額
に
開
す
る
報
告
に
は
現
は
れ
て
ゐ
な
い
法
人
所
有
の
不
動
産
が
欠
け
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
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私
人
の
所
有
に
属
す
る
不
動
産
の
償
値
並
に
遺
産
相
舗
の
針
象
物
そ
掃
す
不
動
産
の
償
仰
に
加
ふ
る
に
猫
ほ
寺
院
、
公
共
的
法
律

的
国
体
ハ
郡
鯨
、
都
市
、
町
村
)
協
命
日
、
遺
管
物
、
合
枇
、
株
式
九
百
枇
、
組
合
等
、
簡
皐
に
云
へ
ば
相
続
の
針
象
物
を
溺
さ
す
、
制

限
さ
れ
た
る
流
通
脅
有
す
る
不
動
産
と
し
て
土
地
利
得
税
に
従
ふ
楠
て
の
不
動
産

ω債
値
が
加
算
さ
れ
る
。
猶
ほ
叉
、
同
有
財
産
小

に
作
す
る
不
動
産
も
加
へ
ら
れ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
是
れ
は
相
続
手
数
料
に
も
土
地
利
得
税
に
も
従
は
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て
一

九
二
七
年
に
於
け
る
、
土
地
利
得
税
そ
除
け
る
不
動
産
の
償
値
は
↓
人
競
省
都
書
官
‘
ロ
「
・
自
己
主
ロ
戸

M
gロ
〈
P
回
目
同

r
p
氏
に
依
れ
ば
五

位
四
千
万
ベ
ン
ゴ
に
上
る
。
そ
れ
故
に
相
続
手
数
料
及
び
土
地
利
得
税
を
含
む
綿
不
動
産
は
一

O
、
九
七

O
、
八
六

O
、
四
一
七
ペ
ン

ゴ
の
償
値
と
な
る
。
然
る
に
此
の
値
は
事
置
に
於
て
、
貰
際
の
償
値
よ
り
も
以
下
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
相
縞
手
数
料
の
評
債
に

際
し
て
も
、
土
地
利
得
税
の
評
慣
に
於
て
も
、
通
常
の
流
通
償
値
よ
り
も
賀
際
に
低
い
慣
値
ぞ
基
礎
に
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
放
に
土
地
利
得
税
の
基
本
額
と
し
て
、
不
動
産
の
償
怖
と
し

τは
、
合
法
的
に
認
め
ら
れ
る
円
以
小
の
慣
値
引
か
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

そ
の
他
は
地
租
を
徴
牧
さ
れ
る
不
動
産
に
於
て
は
歪
帳
純
牧
盆
の
二
十
五
俗
で
あ
る
。
然
る
に
相
鏑
手
数
料
の
基
礎
と
し
て
は
法
規

に
従
っ
て
不
動
産
の
遁
常
の
流
通
償
値
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世
襲
財
産
と
し
て
の
、
治
産
相
続
さ
れ
た
不
動
産
に
於
て
は
決
定

し
得
る
冗
他
は
移
轄
の
故
に
五
年
内
に
は
殆
ん
ど
現
は
れ
な
い
と
云
ふ
事
は
賓
際
に
は
例
外
的
に
蛍
て
は
ま
る
冗
け
で
あ
る
。
此
場

合
に
は
財
産
税
の
一
件
俊
の
際
に
と
ら
れ
た
償
位
が
相
続
手
数
料
の
算
定
に
常
っ
て
計
算
基
礎
と
し
て
役
立
つ
。
此
位
は
貰
際
に
呉
の

流
通
信
位
よ
り
も
以
下
で
あ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
法
規
に
依
っ
て
、
宝
帳
ヨ
ツ
ホ
常
り
の
農
業
的
不
動
産
の
流
通
償
位
は
一
般
に
去

帳
純
牧
盆
を
基
礎
と
し
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
決
定
は
次
の
如
く
行
は
れ
て
ゐ
る
。
財
産
税
基
本
額
の
決
定
に
岱

っ
て
窒
帳
純
牧
盆
一
ク
ロ

l
ヰ
特
に
財
産
償
値
六

O
ペ
ン
ゴ
(
ヨ
ツ
ホ
首
り
少
く
共
二
四

O
ペ
ン
プ
)
が
非
定
さ
れ
る
o

そ
れ
故
に

此
事
は
宝
帳
ヨ
ツ
ホ
話
り
卒
均
査
帳
純
牧
盆
は
一

0
・
九
三
ペ
ン
プ
で
あ
り
、
財
産
税
に
於
て
も
.
従
っ
て
叉
相
鏑
手
数
料
の
非
定

に
於
て
も
六
百
帳
ヨ
ツ
ホ
蛍
り
の
流
通
償
値
は
一
や
均
五
六
六
ペ
シ
ゴ

O
七
へ
ラ
ー
で
あ
る
(
訪
問
〉
口
此
結
果
は
既
に
述
べ
た
去
帳
ヨ
ツ

ホ
常
り
の
寅
際
の
流
遁
償
位
八
三
七
・
七
七
ベ
ン
ゴ
よ
り
も
四
七
・
九
一
%
低
い
。
円
以
れ
が
即
ち
相
鋪
手
数
料
を
基
礎
と
し
て
符
ら



れ
た
不
動
産
償
値
が
低
き
結
果
と
な
る
因
っ
て
来
る
第
二
の
事
情
な
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
如
く
一

O
、
九
七

O
、
八
六

O
、
四
一
七
ベ
ン
ゴ
な
る
、
相
績
手
数
料
並
に
土
地
利
得
税
金
含
む
不
動
産
の
償
値
は
農

業
的
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
土
地
の
み
な
ら
や
ノ
建
物
を
も
含
む
つ
此
雨
者
の
不
動
産
は
官
鹿
統
計
じ
よ
っ
て
は
匝
別
し
て
報
告
さ
れ
て

は
ゐ
な
い
が
、
農
業
的
土
地
財
産
は
近
似
的
正
確
を
以
っ
て
取
り
出
す
事
が
出
来
る
。
官
臨
材
料
に
依
れ
ば
一
九
二
八
年
に
於
て
、

基
礎
と
し
て
役
立
っ
た
不
動
産
の
綿
償
値
の
中
、
五
九
・
一
二
六
，
%
は
農
、
林
業
的
不
動
産
に
、
四

0
・
六
四
%
は
家
屋
財
産
に
分
か
れ

て
ゐ
る
。
若
し
此
比
率
ぞ
利
用
す
る
な
ら
ば
一

0
.
九
七
O
、
八
六

O
、
四
一
七
ベ
ン
ゴ
の
中
、
六
、
五
一
二
、
三

O
二
、
七
凹
三
ベ
ン
プ

が
農
業
的
財
産
じ
属
す
る
。
此
値
は
既
に
述
べ
た
貰
際
の
流
通
債
値
よ
り
色
活
か
に
低
い
。

出
貝
際
の
償
値
を
評
償
す
る
鵠
め
に
は
相
鏑
手
数
料
並
に
土
地
利
得
税
の
基
礎
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
流
通
償
値
は
賓
際
の
流
通
償
値

が
此
位
h
q
超
過
す
る
割
合
に
て
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

土
地
利
得
税
の
基
艇
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
五
億
四
千
万
ベ
ン
プ
の
額
の
不
動
産
の
五
九
・
三
六
%
を
一
不
す
農
業
的
財
産
の
償
値
は

三
位
二
千

O
五
十
四
万
四
千
ペ
ン
プ
と
な
る
。
此
値
は
官
膳
に
依
っ
て
査
帳
純
牧
盆
の
二
十
五
倍
、
従
っ
て
歪
帳
ヨ
ヅ
ホ
活
り

E
・3
×
目
白
日
目
ω
・
自
旬
。
口
問
。
に
計
算
さ
れ
た
。
反
之
、
賓
際
の
流
通
償
値
は
前
述
の
如
く
八
三
七
・
七
七
ベ
ン
ゴ
で
あ
る
。
従
っ
て

法
規
に
依
る
最
低
償
値
よ
り
も
二

O
六
・
五
九
%
、
た
け
高
い
。
そ
れ
放
に
土
地
利
得
税
を
徴
せ
ら
れ
る
農
業
的
財
産
の
寅
際
の
流
通

低
位
は
九
八
二
、
七
五
五
、
八
五

O
ベ
ン
ゴ
と
な
る
。

相
績
予
数
料
並
に
土
地
利
得
税
ぞ
含
む
農
業
的
財
産
の
流
通
償
値
六
、
五
一
二
」
二

O
二
、
七
四
三
ペ
ン
ゴ
、
土
地
利
得
税
に
属
し

て
る
る
部
分
を
控
除
し
て
残
る
不
動
産
の
償
位
六
二
九
一
、
七
五
八
、
七
四
三
ベ
ン
ゴ
は
官
聴
に
依
っ
て
賓
際
の
流
通
償
値
よ
り
も

四
七
%
目
下
と
算
定
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
相
績
手
数
料
を
含
む
農
業
的
財
産
の
流
通
償
値
は
九
、
一

O
一
、
八
八
五
、
三
五
二
ペ
ン
ゴ

と
な
る
。

05 

相
靖
子
数
料
並
に
土
地
利
得
税
を
含
む
農
業
的
財
産
の
流
通
償
値
は
園
家
の
所
有
に
屈
す
る
農
業
的
財
産
を
控
除
し
て
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八
四
、
六
四
一
、
二

O
二
ペ
ン
ゴ
と
な
る
。
全
く
別
種
の
性
質
の
材
料
の
助
け
に
依
っ
て
得
ら
れ
た
此
結
果
は
賢
位
。
信
基
礎
と
し
て
得

ら
れ
た
二
一
、
七
五
二
、
九
一
二
、
七
七
四
ペ
ン
ゴ
な
る
流
通
償
値
の
吟
味
並
に
確
詮
と
さ
れ
る
。
何
ん
と
な
れ
ば
二
つ
の
異
な
れ
る

方
法
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
流
通
償
値
が
相
摘
手
数
料
を
も
土
地
利
得
税
を
も
含
ん
で
ゐ
な
い
、
何
等
の
材
料
を
有
し
な
い
国
家
的

財
産
の
優
位
の
加
算
の
下
に
、
殆
ん
ど
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

終
り
に
も
う
一
つ
の
方
法
即
ち
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
耕
地
の
信
用
償
値
を
求
め
る
方
法
の
助
け
に
よ
っ
て
土
地
財
産
の
推
定
償
値
の
算

出
を
試
み
よ
う
o

企
(
方
法
は
弐
の
如
く
で
あ
る
。
我
々
は
祇
岱
貸
附
の
謄
保
に
設
定
さ
れ
た
土
地
財
産
の
ヨ
ツ
ホ
宮
り
の
確
定
さ
れ

た
卒
均
推
定
償
値
を
農
業
的
に
利
用
さ
れ
得
る
棉
体
の
所
有
地
に
一
般
化
す
る
の
で
あ
る
。
残
念
乍
ら
何
れ
の
信
用
銀
行
も
抵
蛍
と

し
て
役
立
っ
て
ゐ
る
土
地
市
積
の
量
並
に
評
償
償
値
ぞ
報
告
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
故
に
我
々
は
債
券
霊
行
銀
行
の
統
計
材
料
に
の
み

局
限
し
た
。
此
事
情
は
然
し
結
果
に
異
に
影
響
を
及
怪
し
は
し
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
是
等
の
大
銀
行
が
抵
官
貸
附
の
大
部
分
を

典
へ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
是
等
の
信
用
銀
行
の
た
め
に
樫
利
を
設
定
さ
れ
て
ゐ
る
土
地
財
産
面
積
は
一
九
二
七
年
十
二
月
三
十
一

日
に
於
て
一
、

O
五
七
、

O
八
六
章
帳
ヨ
ツ
ホ
、
そ
の
慣
値
六
六
一
、
八
四
三
、

O
五
二
ペ
ン
ゴ
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
査
帳
ヨ
ツ
ホ

山
町
田
り
六
二
六
・
一

O
ペ
ン
ゴ
で
あ
る
。
此
値
を
全
園
の
農
業
的
に
利
用
さ
れ
得
%
土
地
の
綿
面
積
に
及
隠
す
な
ら
ば
、
此
値
六
二
六
・

一
O
ベ
ン
プ
ぞ
農
業
的
利
川
面
積
の
綿
ヨ
ツ
ホ
敢
に
乗
じ
て
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
耕
地
の
債
値
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
一
六
、
二
一
五
、

一
O
四
章
帳
ヨ
ツ
ホ
そ
有
す
る
ハ
ン
ガ
リ
f
農
耕
地
は
一

0
.
一
五
二
、
二
七
六
、
六
一
四
ペ
ン
プ
の
償
値
を
示
す
。
但
し
此
計
算
の

基
礎
と
し
て
は
純
粋
に
耕
作
さ
れ
た
面
積
一
五
、
二
二
二
、

0
0
0壷
帳
ヨ
ツ
ホ
の
代
り
に
全
農
業
地
積
一
六
、
二
一
五
、

0
0
0歪
帳

ヨ
ツ
ホ
冶
採
っ
た
。
何
ん
と
な
れ
ば
抵
常
と
し
て
設
定
さ
れ
た
土
地
財
産
は
豊
能
地
も
情
薄
地
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
各
章
帳
ヨ
ツ
ホ
常
り
の
一
牛
均
償
値
に
て
表
は
さ
れ
る
。
純
粋
に
耕
作
さ
れ
た
土
地
面
積
の
卒
均
債
値
は
前
述
の
卒
均
値
値
よ
り

も
・
牽
帳
ヨ
ツ
ホ
蛍
り
明
ら
か
に
一
品
い
で
あ
ら
、
フ
O

信
用
償
値
は
牧
盆
償
値
及
び
流
通
償
値
よ
り
も
低
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
土
地
財
産
の
償
値
は
牧
盆
債
値
の
中
に
全
部
現
は
れ
は
し



な
い
か
ら
で
あ
る
。
抵
砂
田
貸
一
附
ぞ
奥
へ
る
信
用
銀
行
は
携
保
と
し
て
役
立
っ
て
ゐ
る
土
地
財
産
自
身
の
中
に
、
円
以
も
不
利
な
る
関
係

に
際
し
て
完
全
且
つ
充
分
な
保
読
を
得
る
た
め
に
、
推
定
償
値
を
通
常
、
最
低
に
定
め
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
推
定
償
値
は
流
通
償

位
以
下
の
み
な
ら
歩
、
牧
盆
債
位
以
下
に
す
ら
下
る
。

ハ
ン
ガ
リ
イ
農
耕
地
の
償
値
は
呉
れ
る
方
法
に
従
っ
て
次
の
如
く
で
あ
る
。
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卒

均

領

値

一
一
、
二
五
二
、
四
七
一
ニ
、
二
八
O
ペ
〆
ゴ

此
の
三
つ
の
償
値
の
卒
均
一
一
、
二
五
二
、
四
七
三
、
二
八
O
ベ
ン
ゴ
は
園
民
財
産
の
貸
借
針
照
表
に
於
て
ハ
ン
ガ
リ
イ
岡
農
耕
地

の
棉
償
値
と
し
て
の
円
以
後
の
結
果
で
あ
る
。
査
帳
ヨ
ツ
ホ
活
り
平
均
債
値
は
七
三
九
・
二
O
ベ
ン
プ
と
な
る
。
誇
ハ
ン
ガ
リ
イ
王
朝

諸
固
に
於
て
は
歪
帳
ヨ
ツ
ホ
雷
り
平
均
償
値
は
四
八
七
・
八
四
ペ
ン
ゴ
(
凹
二
一
・
一
O
ク
ロ
ー
ネ
)
で
あ
っ
た
。

(
但
し
、
卒
均
倍

値
を
三
五

0
・
九
二
ク
ロ
ー
ネ
と
評
慣
し
た
。
何
ん
と
な
れ
ば
前
に
述
べ
た
如
く
既
に
一
八
九
九
年
に
於
て
宜
際
の
純
牧
盆
は
肇
帳

純
牧
盆
に
針
し
て

M-B
一
同
で
は
な
く

ω-SH
同
な
る
比
率
で
あ
り
、
従
っ
て
方
法
を
同
一
に
し
且
つ
比
較
す
る
た
め
に
前
に
詮

明
し
た
値
を
二
O
%
だ
け
高
め
四
二
一
・
一
O
ク
ロ

l
ヰ
と
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
0
)

此
賓
際
に
高
い
評
債
の
基
礎
は
第

一
に
、
大
な
る
値
を
表
は
す
農
耕
地
並
に
葡
萄
国
が
有
利
に
な
り
、
叉
、
小
さ
い
値
ぞ
表
は
す
林
地
が
不
利
に
な
っ
た
‘
個
々
の
耕

作
種
類
に
現
は
れ
て
来
た
有
利
な
盤
動
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
十
倍
ハ
ン
ガ
リ
イ
王
朝
諸
国
に
於
て
は
農
業
的
に
利
用
し
得
る
面
積
の

僅
か
に
四
三
・
九
%
が
農
耕
地
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
現
夜
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
於
け
る
農
耕
地
の
比
率
は
六

0
・
一
一
%
で
あ
る
。

即
ち
約
三
分
の
一
の
冷
加
で
あ
る
。
同
様
に
各
地
方
の
耕
作
種
類
に
於
い
て
葡
萄
同
は
一
・
一
%
か
ら
こ
・
三
Mm
に
増
加
し
た
故
に

そ
の
相
封
的
重
要
性
は
百
%
を
超
ゆ
る
増
加
や
し
た
。
反
之
、
信
ハ
ン
ガ
リ
f
王
朝
諸
国
の
農
業
的
に
利
旧
し
得
る
面
積
の
二
七

M
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を
占
め
た
牧
盆
の
僅
少
な
慣
値
の
低
い
林
地
は
現
有
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
て
は

一
一
・
八

μを
数
ふ
る
に
過
ぎ
な
い
。

然
し
乍
ら
此
の
全
閣
卒
均
に
肇
帳
ヨ
ツ
ホ
常
り
五
一
・
五
二

Mmの
増
加
は
土
地
財
産
の
償
値
が
そ
れ
に
封
躍
し
て
増
加
し
た
事
を

何
等
意
味
し
な
い
。
従
っ
て
国
土
の
増
富
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
現
在
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
於
て
耕
作
種
類
の
組
成
が
よ
り
有
利
に

な
っ
た
事
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
小
面
積
に
て
百
分
率
的
に
大
な
る
比
率
を
一
不
す
比
較
的
に
償
値
高
き
農
耕
地
並
に
葡
萄
闘
が
あ
り

叉
比
較
的
に
小
な
る
百
分
率
を
一
示
す
小
償
値
の
林
地
が
あ
る
ο
現
在
の
地
域
の
宝
帳
ヨ
ツ
ホ
品
目
回
り
の
卒
均
償
値
は
奮
ハ
ン
ガ
リ
イ
王

朝
諸
園
の
綿
面
積
の
基
帳
ヨ
ツ
ホ
鴬
り
卒
均
償
値
よ
り
も
大
で
あ
る
。

査
帳
ヨ
ツ
ホ
醤
h

り
に
生
じ
た
財
産
増
加
の
償
値
増
殖
は
勿
論
で
あ
る
と
云
ふ
事
は
、
現
花
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
固
に
相
嘗
す
る
茜
ハ
ン

ガ
リ
イ
王
朝
諸
国
の
部
分
に
於
て
、
官
時
の
慣
値
が
査
帳
ヨ
ツ
ホ
官
り
六
六

0
・八

O
ベ
ン
プ
で
あ
や
、
従
っ
て
四
八
七
・
八
四
ベ

ン
プ
で
あ
る
官
時
の
縮
問
積
の
蚕
帳
ヨ
ツ
ホ
活
り
償
値
よ
り
も
温
か
に
大
で
あ
っ
た
と
云
ふ
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

(
現
在

の
ハ
レ
ガ
リ
イ
圃
土
に
相
官
す
る
話
時
の
地
域
に
於
て
土
地
財
産
の
償
値
は
戦
前
、

っ
た
。
従
っ
て
壷
帳
ヨ
ツ
ホ
賞
。
四
七
五
・
一
二
三
ク
ロ
ー
ネ
と
な
る
。
然
し
乍
ら
此
額
は
二

O
M
m高
め
て
、

ネ
、
即
ち
六
六

0
・八

O
ペ
ン
プ
に
増
加
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
賓
際
の
純
牧
容
は
一
八
九
九
年
に
於
て
既
に
査
帳

七
、
二
三
五
、

0
0
0
、
0
0
0
ク
ロ
ー
ネ
で
あ

五
七

O
三
・
九
ク
ロ

1

純
牧
盆
に
封
し
て
い

N-SHH
な
る
比
率
を
と
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
0
)

反
之
、
事
情
は
現
在
に
て
は
壷
帳
ヨ
ツ
ホ
雷
り
平
均
億
値
が
七
三
九
・
二

O
ベ
ン
.
コ
で
あ
り
、
即
ち
現
花
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
園
土
に

相
官
す
る
官
時
の
地
域
に
於
け
る
よ
り
も

一
一
・
八
六
%
増
加
し
た
事
を
一
示
す
。
即
ち
土
地
の
牧
盆
償
値
の
増
加
に
於
け
る
此
の
僅

少
の
噌
債
は
よ
り
よ
き
経
営
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
主
と
し
て
牧
盆
物
債
格
が
よ
り
有
利
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
に

於
け
る
査
帳
ヨ
ツ
ホ
嘗
り
小
宴
の
卒
均
牧
穫
は
七
六

0
キ
ロ
.
ク
ラ
ム
、
一
九
二
五
年

l
一
九
二
六
年
に
於
て
は
平
均
七
八
五
キ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
に
於
け
る
五
窃
黍
の
宝
帳
ヨ
ツ
ホ
官
り
卒
均
牧
穫
は
一

O
八
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
、

六
年
に
於
て
は
平
均
一
一
二
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
o

小
委
の
卒
均
償
格
は
一
九
一
三
年
に
於
て
メ
ァ
ツ
エ

一
九
二
五
年
|
一
九

(
四
升
八
合
六
勺
)
哲



一
九
二
七
年
に
は
三
一
・
八
八
ペ
ン
ゴ
で
あ
る
。
然
る
に
玉
萄
黍
の
平
均
償
格
は

ら
二
二
・
四

O
ペ
ン
ゴ
に
高
騰
し
た
。
そ
れ
故
に
著
し
か
ら
ざ
る
牧
盆
の
増
加
が
土
地
財
産
の
牧
盆
償
値
の
僅
少
な
上
昇
に
現
は
れ

一
七
・
五

O
ベ
ン
ゴ
か

り
二
五
・
四
六
ペ
ン
ゴ
、

て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
若
し
一
九
二
三
年
以
来
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
於
け
る
貨
常
購
買
力
が
三
五

μ減
少
し
た
事
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら

ば
‘
昔
時
の
歪
帳
ヨ
ツ
ホ
曽
り
六
六

0
・八

O
ペ
ン
プ
に
相
官
せ
る
牧
盆
債
値
は
今
日
に
於
て
は
卒
均
八
九
二
ペ
ン
ゴ
に
高
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
平
均
.
七
三
九
・
二

O
ベ
ン
ゴ
に
過
ぎ
な
い
故
に
、
償
倍
増
加
は
通
常
の
量
以
下
に
留
ま
っ
て
ゐ
る
。
然
し

乍
ら
土
地
財
産
の
牧
盆
償
値
の
高
騰
は
必
然
的
に
土
地
の
流
通
償
値
の
高
騰
と
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
奮
ハ
ン
ガ
リ

イ
王
朝
諸
園
に
針
し
現
在
の
ハ
ン
ガ
リ
イ
に
於
て
土
地
財
産
の
流
通
償
値
が
信
用
償
値
よ
り
も
亦
減
少
し
た
と
云
ふ
事
が
説
明
さ
れ

得
る
。土
地
債
格
は
一
九
一
三
年
以
来
低
下
し
た
。
官
鹿
統
計
に
依
れ
ば
一
九
一
三
年
中
に
於
て
、
塁
帳
ヨ
ツ
ホ
常
hv
平
均
地
慣
は
九
六

一
・
九
三
ペ
ン
プ
な
る
に
.
一
九
二
七
年
に
は
八
三
七
・
七
七
ベ
ン
ゴ
で
あ
る
。
不
利
な
る
信
用
紙
態
の
下
に
土
地
獲
得
の
目
的
に
充

分
に
し
て
低
利
な
る
信
用
を
使
用
し
得
な
い
な
ら
ば
、
牧
盆
償
値
の
僅
少
の
高
騰
に
於
て
も
需
要
の
減
退
が
土
地
財
産
償
格
の
減
少

に
現
は
れ

τ来
る
。
土
地
の
租
税
負
携
の
増
加
は
同
様
に
流
通
債
値
の
形
成
に
不
利
に
作
用
す
る
。

一
九
一
二
年
ハ
ン
ガ
リ
イ
王
朝
諸
国
に
於
て
は
墓
帳
ヨ
ツ
ホ
蛍
り

平
均
の
信
用
慣
値
は
七
四
七
・
二
三
ベ
ン
プ
で
あ
っ
た
に
拘
ら
示
、
一
九
二
七
年
に
は
僅
か
に
六
二
六
・
一

0
・
へ
ン
プ
で
あ
る
。
抵

土
地
の
流
通
領
値
と
同
時
に
そ
の
信
用
償
値
も
亦
低
下
す
る
。

九
百
と
し
て
役
立
っ
て
ゐ
る
不
動
産
の
評
債
償
値
の
決
定
に
蛍
つ
て
は
窓
に
低
落
せ
る
地
償
宇
佐
考
慮
す
る
の
み
な
ら
歩
、
抵
官
貸
附
の

利
子
卒
が
今
日
に
於
て
は
官
時
よ
り
も
遁
か
に
不
利
で
あ
る
事
を
も
酪
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
資
際
の
抵
蛍
貸
附
利
子
員
携
は
戦

前
の
殆
ん

E
二
倍
の
大
い
さ
と
な
っ
て
ゐ
る
。
此
事
は
抵
官
貸
一
附
を
以
っ
て
潟
さ
れ
る
賢
買
に
際
し
、
此
賦
態
が
低
落
す
る
や
う
に

作
用
す
る
買
値
の
決
定
に
際
し
て
の
み
な
ら
歩
、
抵
蛍
と
し
て
登
記
さ
れ
る
土
地
財
産
の
評
債
に
官
つ
で
も
亦
酪
酌
さ
れ
る
。
此
ぃ
胞

に
信
用
償
位
の
低
落
の
原
因
が
十
代
る
。
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一
九
、
八
一
八
、
七
一
七
、
六
四
六
ク
ロ
ー
ネ
を
一
示
す
。
反
之
、
現
花
の
ハ
ン
ガ

リ
4
闘
に
相
官
す
る
戦
前
の
地
域
の
土
地
の
優
位
は
七
、
二
三
五
、
七
七
九
、

O
四
五
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
。
故
に
.
土
地
財
産
に
於
け

一
二
、
五
八
二
.
九
三
八
、
五
九
二
合
貨

る
藷
ハ
ン
ガ
リ
イ
王
朝
諸
国
の
損
失
並
に
隣
接
間
の
・
府
富
は
戦
前
の
償
位
に
て
計
算
す
れ
ば

さ

τ、
醤
ハ
ン
ガ
リ
イ
王
朝
諸
国
の
土
地
財
産
は

ク
ロ
ー
ネ
仁
蛍
る
o

× 

以
上
そ
以
っ
て
フ
エ
ル
ナ

l
敬
授
の
意
同
す
る
ハ
ン
ガ
リ
イ
農
業
土
地
財
産
の
評
僚
は
大
体
に
紹
介
し
科
大
と
信
歩
る
ο

理
論
家

は
其
巌
諾
性
に
針
し
て
更
に
多
く
を
望
む
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
窃
望
は
甚
冗
好
ま
し
い
事
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
他
方
に
於
て
、
岡

民
財
産
な
る
事
物
の
本
性
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
其
複
雑
を
極
め
て
ゐ
る
組
成
の
棉
体
を
最
後
的
に
数
値
的
正
確
さ
を
以
っ
て
把
持
し

得
べ
き
事
に
針
し
て
は
相
官
の
一
辺
似
性
を
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
科
墜
に
於
け
る
近
似
性
の
正
常
な
る
認
識
は
科
謬
ぞ
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
と
云
ふ
智
識
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
一
九
二
六
年
九
月
グ
イ

l
ン
枇
曾
政
策
皐
舎
に
於
け
る
如
き
理
論
家
の
悲
観
論
は
正

岱
な
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
此
の
意
味
仁
於
て
.
フ
エ
ル
ナ
ア
敬
授
が
鰹
酒
統
計
問
中
者
と
し
て
、
賓
詩
的
に
此
問
題
の
研
究
の

可
能
性
と
有
用
性
と
を
論
殺
せ
ん
と
す
る
多
年
の
努
力
と
賓
蹟
は
定
に
貴
重
な
る
功
縦
で
あ
る
。
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